
県営住宅駐車場使用料等の減免及び徴収猶予要綱 
（趣  旨） 

第１条 この要綱は、神奈川県県営住宅条例（平成9年神奈川県条例第36号。以下「条例」

という。)第61条並びに神奈川県県営住宅条例施行規則（平成10年神奈川県規則第4号。以

下「施行規則」という。）第44条(駐車場使用料の減免)、同第47条(駐車場使用料の徴収

猶予)及び同第50条(保証金の減免及び徴収猶予)に関して必要な事項を定めるものとする。 

(駐車場使用料の減免割合等） 

第２条 施行規則第44条第3項により定める駐車場使用料の減免割合は、施行規則第43条第1

項各号のいずれかに該当する駐車場使用者の世帯の収入分位について、次に掲げる表の左

欄の区分に応じ右欄の割合とする。 

収入分位区分 減免割合 

収入分位  0～15％以下 100％（免除） 

収入分位 15～25％以下 50％ 

収入分位 25～40％以下 20％ 

２ 駐車場使用料の減免が承認された者に係る駐車場使用料は、減免前の駐車場使用料か

ら当該駐車場使用料に前項の減免割合を乗じて得た額（以下「減免額」という。）を控

除した額とする。 

３ 前項による減免額に１００円未満の端数を生じた場合は、端数を切り上げる。 

(駐車場使用料の減免の適用除外） 

第３条 駐車場使用者が、条例第64条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、駐

車場使用料の減免を受けることができない。 

(駐車場使用料の減免申請手続） 

第４条 施行規則第44条第2項に定める減免を受けることができる事由に該当することを証

する書類とは、車検証の写、運転免許証の写及び次の各号に掲げる書類とする。 

(1) 施行規則第43条第1項第1号に該当する者（以下「歩行困難者」という。）については、

身体障害者手帳の写し又は下肢に係る障害の級別が１級から４級までに該当する者と同

程度の障害があることを証明する書類。 

(2)  施行規則第43条第1項第2号に該当する者については、当該歩行困難者と生計を一に

する者であること及び専ら当該歩行困難者のために自動車を保有し、かつ、当該歩行

困難者のために運転することを証明する書類。 

(3)  施行規則第43条第1項第3号に該当する者については、同条同項第1号又は第2号と同

等の事由が認められることを証明する書類。 

(駐車場使用料の減免の承認等） 

第５条 住宅営繕事務所長（以下「所長」という。）は、施行規則第44条第2項の申請書の

提出があった場合は、その内容を審査し、理由があると認めるときは、県営住宅駐車場使

用料減免承認書 (第１号様式）により、また、理由がないとするときは県営住宅駐車場使

用料減免不承認通知書 (第２号様式）により、駐車場使用者に通知するものとする。 

 



(駐車場使用料の減免期間） 

第６条 施行規則第44条第3項により定める駐車場使用料の減免期間は、４月から翌年３月

末までの１年間とする。ただし、新規申請に係る減免期間は、承認した月から新たに到来

する３月末までとする。 

２ 前項に規定する減免の期間は、申請により更新することができる。 

(駐車場使用料の減免更新申請） 

第７条 減免期間満了後引き続いて減免を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属

する月の月末までに改めて施行規則第44条第2項の申請手続きをとらなければならない。 

(駐車場使用料の減免の取消） 

第８条 所長は、施行規則第45条第2項、同第46条第2項及び第3項の規定により駐車場使用

料の減免承認を取り消したときは、県営住宅駐車場使用料減免取消通知書 (第３号様式）

により通知するものとする。 

(駐車場使用料の徴収猶予） 

第９条 所長は、施行規則第47条第2項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

理由があると認めるときは、県営住宅駐車場使用料徴収猶予承認書 (第４号様式）により、

また、理由がないとするときは県営住宅駐車場使用料徴収猶予不承認通知書(第５号様

式）により、駐車場使用者に通知する。 

(駐車場使用料の徴収猶予の取消） 

第10条 所長は、施行規則第48条第2項の規定により駐車場使用料の徴収猶予を取り消した

ときは、県営住宅駐車場使用料徴収猶予取消通知書 (第６号様式）により通知する。 

(駐車場使用料の徴収猶予基準） 

第11条 駐車場使用料の徴収猶予基準については、別に定めるものとする。 

(保証金の減免割合等) 

第12条 条例第63条第2項において準用する条例第22条第2項に規定する保証金の減免割合は、

駐車場使用者の世帯の収入月額について、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合と

する。 

収 入 月 額 減 免 割 合 

0円～40,000円 100％（減 免） 

40,001円～80,000円  50％（１月分） 

２ 保証金の減免が承認された者に係る保証金は、減免前の保証金（駐車場使用料が減免

されている者にあっては、減免後の駐車場使用料の２月分の額。）から当該保証金に前

項の減免割合を乗じて得た額を控除した額とする。 

(保証金の減免（徴収猶予）申請手続） 

第13条 施行規則第50条第1項により保証金の減免（徴収猶予）を受けようとする者は、県

営住宅駐車場保証金減免（徴収猶予）申請書に世帯の収入の額を証明する書類を添付しな

ければならない。 

(保証金の減免（徴収猶予）） 

第14条 所長は、施行規則第50条第1項により保証金の減免（徴収猶予）申請があった場合



は、その内容を審査し、理由があると認めるときは、県営住宅駐車場保証金減免（徴収猶

予）承認書 (第７号様式）により、また、理由がないとするときは県営住宅駐車場保証金

減免（徴収猶予）不承認通知書 (第８号様式）により、駐車場使用者に通知する。 

(保証金の徴収猶予基準） 

第15条 保証金の徴収猶予基準については、別に定めるものとする。 

 

 附 則 

 １ この要綱は、平成10年4月1日から施行する。 

２ 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)第2条第1項に定める収入

分位区分に変更のない者に係る駐車場使用料の減免割合については、同表の減免割合の欄に

定める数値にかかわらず、駐車場使用料の急激な上昇を緩和するため、減免が承認された者に係

る駐車場使用料を次の表のとおり5年の間で段階的に引き上げる措置を講じて適用するものとする。 

 

項目 

 

 

区分 

収 入 分 位 

(金 額 区 分) 

改 正 後 

の 

本 来 

減 免 率 

経過措置 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 度 平成 24 年度 平成 25 年度 

第１･2 分位 

０円～123 千円 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

123 千円を超え 153 千円 50% 90% 80% 70% 60% 50% 

第 3･4 分位 

153 千円を超え 158 千円 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

158 千円を超え 200 千円 20% 44% 38% 32% 26% 20% 

第 5・6 分位 

200 千円を超え 214 千円 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

214 千円を超え 268 千円 0% 16% 12% 8% 4% 0% 

第７･8 分位 268 千円を超え 313 千円 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  備考１ 経過措置の期間中に収入分位が変動した場合は、以後変動先の収入分位の経過措置を適用する。 

２ 第3条の規定に基づく減免の不適用者は、経過措置も不適用であり、不適用の措置解除後は、備考は適

用されない。 

附 則 

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

 



第1号様式（第5条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場使用料減免承認書                    
 年  月  日   

住 宅 の 名 称  
住 宅 番 号  
使 用 者 氏 名               様 

駐 車 場 番 号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

  年  月  日付けで申請のありました県営住宅駐車場使用料の減免を、次のとお

り承認します。 

１ 減 免 期 間       年  月分から   年  月分まで 

    ２ 減免割合等          免除・減額（   ％）減額後の使用料額       円      

                      （ 減 額 前 の 使 用 料 額     

円） 

備 考 

１ 住宅家賃又は減額された駐車場使用料を滞納した場合には、駐車場使用が取消される

ことがあります。 

２ 減免事由が消滅した場合は、速やかにその旨を届け出てください。 

３ ２の届を提出しないまま駐車場使用料の減免を受けた場合には、減免事由の消滅時に

さかのぼって減免を取り消され、支払うべき駐車場使用料の額と減免後の駐車場使用料

の額との差額を追加徴収されることがあります。 

４ 減免期間の満了後、継続して減免を受けようとするときは、減免期間の満了する月の

末日までに減免申請をしてください。 



第2号様式（第5条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場使用料減免不承認通知書                    
 年  月  日   

住 宅 の 名 称  
住 宅 番 号  
使 用 者 氏 名                様 

駐 車 場 番 号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

  年  月  日付けで申請のありました県営住宅駐車場使用料の減免については、

不承認とします。 

不承認の理由 

 



第3号様式（第8条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場使用料減免取消通知書                    
 年  月  日   

住宅の名称  
住 宅 番 号  
使用者氏名               様 

駐車場番号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

先に承認した県営住宅駐車場使用料の減免については、取り消します。 

１ 取消年月日      年  月  日 

２ 取消の理由 

３ 取消後の駐車場使用料                円（  年  月分から） 

       （取消前       円） 

 

 



第4号様式（第9条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場使用料徴収猶予承認書  
 年  月  日   

住宅の名称  
住 宅 番 号  
使用者氏名                様    

駐車場番号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

  年  月  日付けで申請のありました県営住宅駐車場使用料の徴収猶予を、次の

とおり承認します。 

１ 徴収猶予する駐車場使用料（月額）                円 

２ 徴収猶予期間及び金額     年  月分から 

        年  月分まで  計       円 

３ 徴収猶予した金額の納付方法  
備  考 

１ 徴収猶予の期間は、６ケ月を超えることはありません。 

２ 徴収猶予期間が満了したときは、速やかに徴収猶予されていた額を納付してください。 

３ 徴収猶予を受けた事由が消滅した場合は、速やかにその旨を届け出てください。 

４ 徴収猶予期間内にその事由が消滅したとき又は徴収猶予の理由がないことが判明した

ときは、徴収猶予を取消します。この場合は、速やかに徴収猶予されていた額を納付し

てください。 



第5号様式（第9条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場使用料徴収猶予不承認通知書  
 年  月  日   

住宅の名称  
住 宅 番 号  
使用者氏名                様 

駐車場番号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

  年  月  日付けで申請のありました県営住宅駐車場使用料の徴収猶予について

は、不承認とします。 

不承認の理由 



第6号様式（第10条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場使用料徴収猶予取消通知書  
 年  月  日   

住宅の名称  
住 宅 番 号  
使用者氏名               様 

駐車場番号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

先に承認した、県営住宅駐車場使用料の徴収猶予については取り消します。 

１ 取消年月日   年  月  日 

２ 取消理由 

 



第7号様式（第14条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場保証金減免（徴収猶予）承認書  
 年  月  日   

住宅の名称  
住 宅 番 号  
使用者氏名              様 

駐車場番号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

  年  月  日付けで申請のありました県営住宅駐車場保証金の減免（徴収猶予）

を、次のとおり承認します。 

１ 減免割合等 免除・減額（   ％）減額後の保証金額          円 

                 （ 減 額 前 の 保 証 金 額        

円） 

２ 徴収猶予期間及び猶予金額     年  月から 

         年  月まで   計       円 

３ 徴収猶予した金額の納付方法 

備  考 

１ 徴収猶予の期間は、６ケ月を超えることはありません。 

２ 徴収猶予期間が満了したときは、速やかに徴収猶予されていた額を納付してください。 

３ 徴収猶予を受けた事由が消滅した場合は、速やかにその旨を届け出てください。 

４ 徴収猶予期間内にその事由が消滅したとき又は徴収猶予の理由がないことが判明した

ときは、徴収猶予を取消します。この場合は、速やかに徴収猶予されていた額を納付し

てください。 



第8号様式（第14条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

県営住宅駐車場保証金減免（徴収猶予）不承認通知書  
 年  月  日   

住宅の名称  
住 宅 番 号  
使用者氏名                様 

駐車場番号  
神奈川県住宅営繕事務所長   印   

  年  月  日付けで申請のありました県営住宅駐車場保証金の徴収猶予について

は、不承認とします。  
不承認の理由  


